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平成 30 年度厚⽣労働⾏政推進調査事業費補助⾦（厚⽣労働科学特別研究事業）研究 
「消防救急⾞の代替搬送⼿段における病院救急⾞の活⽤に資する研究」 
研究代表者 伊藤 重彦  北九州市⽴⼋幡病院 救命救急センター 

 
分担研究報告書 

転院搬送に病院救急車を活用するための課題の抽出と解決策の検討	

(研究分担者)		 辻	 友篤			東海大学医学部外科学系救命救急医学	 講師	

北小屋	 裕	京都橘大学	 救急救命学科	 助教	

	

要旨	

(目的)超高齢社会に伴い、救急搬送件数が増加している。消防救急車の活動は救急

現場からの搬送のみならず、病院間の搬送にも活用されており、病院間の転院搬送

の数も多い。その中には決して適切な利用とはいえないものもあり、本来の救急業

務に支障が出てくる恐れがある。転院搬送の実態から、転院搬送における病院救急

車活用の課題と解決策、今後について研究する	

(方法)1.全国の政令指定都市の消防本部に対し、転院搬送の現状、消防機関と関係

機関との協議の進捗と解決策に関する事項、についてのアンケートを実施した。	 	

2.医療機関の救急担当医師へ病院救急車による転院搬送の現状と課題、解決策につ

いて意見聴取を実施した。	

(結果)少なからず緊急性の低い患者の転院搬送が依然としてあった。また半数近く

は医師・看護師の同乗がない状況で、転院搬送が行われていた。協議会や検討会の

開催は 58.8％にとどまるものの、ルールの策定は 76.5％、転院搬送依頼書の運用は

70％が行われていた。いまだ対応が十分ではない地域があり、地域間の差を認めた。

医療機関側としては、病院救急車を有していても実運用がなされておらず、その理

由として①人材の確保、②費用負担、③責任問題、が挙げられた。	

(考察)病院救急車の活用には行政による経済的・教育的支援が必要である。まず法

的な医療機関や救急医療機関等での病院救急車の運用に関する指針づくりが必要で

ある。また病院救急車であっても消防救急車への同乗であっても搬送中に医師・看

護師が同乗することは一時的に搬送元病院内の医療スタッフの削減につながること

から転院搬送は搬送元医療機関の責任であることを前提に、医師・看護師の同乗が

地域の救急医療体制に影響を及ぼす可能性がある場合は、重症度や医療介入度の低

い患者の転院搬送にあたっては、院内救命士の活用なども検討するべきと思われる。	

(結論)転院搬送における救急車の適正利用のガイドラインへの対応はまだ地域差が

あり、地域内でさらなる検討が必要である一方で、病院救急車の活用を推進するた

めには行政による制度構築、経済的・教育的支援が必要である。	

 
Ａ．研究目的 
超高齢社会に伴い、救急搬送件数が

増加している。消防救急車の活動は、

救急現場からの搬送のみならず、病院

間の搬送にも活用されており、その中

には決して適切な利用とはいえないも
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のもある。そのため本来の救急業務に

支障が出てくる恐れがあることから、

総務省消防庁と厚生労働省は、転院搬

送における消防救急車の適正利用を求

め、平成28年3月31日に通知を発出した

（消防救第34号、医政発0331第48号平

成28年3月31日通知）。H27年中の福岡

県の消防救急車による総搬送件数に占

める転院搬送件数は9.4％で、うち傷病

程度軽症例6%、医師が同乗しなかった

搬送例24%である。このような事案は病

院救急車による代替搬送が可能といえ

る。全国の政令指定都市消防本部にお

ける転院搬送の実態から、転院搬送に

おける病院救急車活用の課題と解決策、

今後について研究する。また地域医療

機関の医師との協議おいて、救急病院

から見た課題について言及する。	

	

Ｂ．研究方法	

以下の2つの項目について検討を行

った。	

1.全国の政令指定都市の消防本部に対

し、Ⅰ．各地域における転院搬送の現

状に関する事項、Ⅱ．消防機関と関係

機関との協議の進捗と解決策に関する

事項、についてのアンケート（資料１）

を実施した。	

2.神奈川県湘南地区の救命救急センタ

ー、地域医療支援病院、その他の二次

救急医療機関の救急担当医師と病院救

急車による転院搬送の現状と課題、解

決策について意見聴取を行った。	

	

Ｃ．研究結果	

1.消防本部へのアンケートについて	

政令指定都市の20消防本部に対して

アンケートを実施し、17消防本部から

回答（回答率85％）を得た。	

回答が得られた消防本部の背景につ

いて表１に示す。各消防本部が所有す

る車両台数の平均は46.4台（中央値:

	 29、 大:259、 小:18）であった。

転院搬送件数は平均8,021件（中央値：

5,472、 大:44,647、 小:2,447）、

車両あたりの転院搬送数は172.3件（中

央値:172.4、 大:252.2、 小:114.6）

であった。医師・看護師を同乗した搬

送割合は平均47.6％、病院職員の同乗

はほとんどの消防でデータがなかった

が、病院職員を加えても47.9％、同乗

なしは48.8％であった（図１）。搬送

した患者の重症度は、重症が14.8％、

中等症が76.9％、軽症が8.0％、その他

が0.1％と中等症の患者が も多かっ

た（図２）。搬送理由については、専

門医療機関転送が も多かったが、緊

急性に乏しい転送も平均4％程度認め

た（図3）。搬送中の救急救命処置につ

いては、データがなかった２消防を除

いてはほとんど行われていた（図4）。

救急救命処置の内容については、血圧

測定（71.6％）や血中酸素飽和度測定

（75.8％）、酸素吸入（75.8％）が多

く実施されている一方、特定行為につ

いては少なかった（表2）。	 転院搬送

適正化に向けた消防機関と関係機関と

の協議・検討会等開催されている地域

は10（55.8％）、開催されていない地

域は7（41.2％）と半数以上が開催され

ていた（図5）。転院搬送依頼書の運用

状況については、管轄地域全体で運用

中は10消防（58.8％）、一部医療機関

と個別に調整し運用しているのは2消

防（11.8％）、運用予定で検討中であ

るのは1消防（5.9％）、今のところ運

用予定なしなのは4消防（23.5％）で多

くの地域で依頼書が運用されていた

（図6）。転院搬送に関するルールを定

めているかについてはすでにルールが
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定められいる 所は13（76.5％）、策

定の予定がない4（23.5％）であった（図

7）。病院救急車の活用が進まない 題

については消防 として答える

ではないという意見がある一方、病院

の や 担を指 する意見が

あった。病院救急車の活用を 進する

ための解決法には、行政からの指 を

する や ・予 の 、

搬送事業者の活用などの意見が

られた。	

	

２．医療機関による転院搬送の現状と

課題解決策について	

救命救急センター（1）、救命救急セ

ンターかつ地域医療支援病院（3）、地

域医療支援病院（2）、二次救急医療機

関（1）の 施 の救急担当者に対し、

各医療機関による転院搬送の現状と課

題解決策について意見聴取を行った。

の内容の については以下に示

す。	

・病院救急車を有しているか、その活

状況は、 用は発生するのか	

・転院搬送 の医師・看護師の同乗に

ついて	

・病院救急車の活用に対する課題	

い れの医療機関においても病院救

急車は所有していた。しかし１医療機

関（救命救急センター）を除く医療機

関では病院救急車は実運用がなされて

いなかった。 体 な病院救急車の活

用としては	

・ ター ー 運用	

・ 状態の ち いた患者の転院搬送

に活用	

・ 救急車の代 が うことので

ない患者がいる に活用	

・ で活用	

であった。い れの医療機関において

もす ての施 で 用は発生していな

かった。病院救急車を に活用し

ている医療機関では搬送のため運転

を しており（日中２ 、

ン ール）、	

・ 病院救急車を2台 有し、搬送する

合は 医師を同乗さ る	

・ 病院救急車が えないと に消防

救急車を し 医師同乗する	

とルールを策定しなる く病院救急車

で対 する をしていた。	

消防に転院搬送を依頼する の医師

の同乗は重症患者については 同乗

するが、状態の 定していない患者に

ついては同乗していない施 がほとん

どであった。その理由として、	

・ 救急に わる医師が少なく、救急

車に同乗することで たな救急患

者を け入れることがで なくな

る	

ことが意見として がった。	

病院救急車の活用が進まない課題と

して意見が上がったのは、	

・ 運転 を し けることが

である。	

・ 救命救急センターには ター

ーの運転 や整 の

があるが、救命救急センターで

あっても 医療機関や二次救

急医療機関には予 はない。	

・ 病院救急車の活用の が

なく、 用方法、 方法、 ン

ン に 通したものがいな

い。	

・ 救急搬送 療料は医師が同乗し

て搬送する 合には 定で る

が、医師が同乗しないと 定はで

、医師も していることか

ら同乗しない搬送が えると病

院 の 担が大 い。	
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・ 事 の など 題もある。	

等が が がった。	

	

． 	

転院搬送における救急車の適正利用

の 進について（消防救第34号、医政

発0331第48号平成28年3月31日通知）で

は、転院搬送における救急車の適正利

用のため関係機関 で合意 成をおこ

ない、都 県が 支援のもと

ンを策定し地域の実 に

ルール化することを している。

ンでは、消防機関が担う傷病者

を 緊急性のあるもの、 専門医療等

の 性のあるものとし、 医療

機関があらか め転院する医療機関を

決定し 入れの 解を得ておくこと、

として 医療機関の医師 は

看護師が同乗すること、転院搬送依頼

書を 成すること、とされている。	

	 今回の調 では重症度では一 に

はで ないが、少なから 緊急性が

い患者の転院搬送が依 としてある

ことが かった。また半数 くは医

師・看護師の同乗がないまま転院搬送

に っていることが かった。協議会

や検討会は58.8％にとどまるものの、

ルール策定 体は76.5％、転院搬送依

頼書の運用については70％あった。い

ま 対 が ではない地域があり、

地域 の が認められ、今後転院搬送

の適正な利用については の 地は

あるものと えられる。	

	 また、病院救急車を有していても、

医療機関ではあまり活用で ていない

現状がある。この としては、

の 、 用 担、 題、

が られる。 療 が 定 であ

るうえに、 等による 用 支援

がほとんどないのが大 い。そのため

行政による ・ 支援が

である。地域医療支援病院には法 に

搬送車を することが求められてい

るが、運用体 までは求められていな

い。より利活用するためには、これら

法 な医療機関や救急医療機関等での

病院救急車の運用に関する指 くり

が である。	

	 また病院救急車であっても消防救急

車への同乗であっても搬送中に医師・

看護師が同乗することは一 に搬送

病院内の医療 タ の につな

がる。転院搬送は搬送 医療機関の

であることを に、医師・看護師

の同乗が地域の救急医療体 に を

及 す可能性がある 合は、重症度や

医療 入度の い患者の転院搬送にあ

たっては、院内救命 の活用なども検

討する と われる。	

	

．結 	

消防 及 医療機関 から転院搬送

における現状及 病院救急車の活用状

況についてアンケート及 取り調

を実施した。転院搬送における救急

車の適正利用の ンへの対

はま 地域 があり、地域内でさらな

る検討が である一方で、病院救急

車を活用を 進するためには行政によ

る 度の 、 ・ 支援が

である。	

	

．研究発表	

	1.		 発表	 なし	

	2.		 会発表	 なし	

．知 の出 ・ 状況	

	 	 （予定を 。）	

	1.		特 取得	 なし	

	2.		実用 案 	 なし	

	3.		その他	 なし 
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資料１	
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表１．背景	

	

	

	
	

	 図１．転院搬送 同乗の有 	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
図２．重症度	
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	 	 	 	 図3.搬送理由	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

図4.救急救命処置の有 	
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表2.救急救命処置の 	
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図5.協議会・検討会の有 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 図6.依頼書の有 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	 	 	 図7.ルール策定の有 	
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